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地域公共交通等人財確保支援事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 知事は、県民の移動手段の維持・確保を図るため、予算の定めるところによ

り一般乗合旅客自動車運送事業者、定期旅客船運航事業者、鹿児島空港における

地上支援（以下「グランドハンドリング」という。）や空港警備に携わる事業

者、一般乗用旅客自動車運送事業者及び肥薩おれんじ鉄道株式会社に対し、予算

の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、鹿児島県補

助金等交付規則（昭和 63 年鹿児島県規則第１号。以下「規則」という。）に定め

るほか、この要綱に定めるところによる。 

 

第１章 採用活動・資格取得等支援 

 

（補助対象事業者、補助対象経費及び補助率） 

第２条  補助金の交付の対象事業者、対象経費及びこれに対する補助率は、別表１

のとおりとし、知事が補助金の交付の決定をした会計年度の終了の日までに完了

した事業とする。ただし、国又は他の地方公共団体の補助金等の交付を受ける場

合は、本補助金と当該補助金の額の合計が事業費を超えない額の範囲内とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 規則第３条の補助金等交付申請書は、補助金交付申請書（別記第１号様式） 

によるものとする。 

２  規則第３条の規定により補助金等交付申請書に事業計画書（別記第２号様式）、

収支予算書（別記第３号様式）、別表２に掲げる書類を添付する。 

３  第１項の補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める日とし、その提出部

数は１部とする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第４条 規則第５条第１項の規定による条件は、次に定めるとおりとする。 

  補助事業者は、引き続き安定的な公共交通の維持・確保に努めなければならない。 

２ 補助事業者等は、自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であって

はならない。 
(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
(4) 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 
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(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

３ 補助事業者等は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人

その他の団体又は個人であってはならない。 
 

（決定の通知） 

第５条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付決定通知

書（別記第４号様式）により行うものとする。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第６条  規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の

増減を伴う変更とする。ただし、補助金の交付決定額の、30 パーセント以内の減

額の場合を除く。 

２ 規則第７条第１項の補助金等変更申請書は別記第５号様式によるものとし、同項

の規定により当該申請書に事業変更計画書（別記第２号様式）、変更収支予算書

（別記第３号様式）、積算根拠資料及びその他知事が必要と認める書類を添付す

る。 

３ 前項の補助金等変更申請書の提出期限は、変更の理由が生じた日から 10 日以内

とする。 

４  規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、変更承認の

みを行う場合は補助金変更承認通知書（別記第６号様式）により、変更承認に併

せて変更交付決定を行う場合は補助金変更交付決定通知書（別記第７号様式）に

より行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条  規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交

付の決定の通知を受けた日から起算して 10 日を経過した日までとする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第８条  規則第 11 条第２項第１号の規定により、補助事業者は、補助事業を中止又

は廃止しようとするときは、補助金中止（廃止）承認申請書（別記第８号様式）

により、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

２ 前項の補助金中止（廃止）承認申請書の提出期限は、中止又は廃止の理由が生じ

た日から 10 日を経過した日までとする。 
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（実績報告） 

第９条  規則第 13 条の補助事業等実績報告書は、別記第９号様式によるものとす

る。 

２  規則第 13 条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、事業実績

書（別記第２号様式）、 収支精算書（別記第３号様式）、別表３に掲げる書類と

する。 

３  第１項の補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業が終了した日から 30 日

以内又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日とし、その提出部数は１部とす

る。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 条 規則第 14 条の規定による補助金等の額の確定の通知は、補助金交付確定通

知書（別記第 10 号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 11 条  この補助金は精算払により交付するものとする。 

２  規則第 16 条第１項の補助金等交付請求書は補助金交付請求書（別記第 11 号様

式）のとおりとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第 12 条  補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及びすべての証拠書類を

備え、他の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしてお

かなければならない。 

２ 前項の帳簿及びすべての証拠書類は地域公共交通等人財確保支援事業費補助金の

交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第 13 条  補助事業者は、補助事業により取得した財産であって取得価格又は効用の

増加価格が 50 万円以上のものを処分しようとするときは、財産処分承認申請書を

知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産が減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める期間を経過し

た場合又は規則第 18 条第１項又は第２項の規定に基づき補助金の全部に相当する

金額を返還した場合はこの限りでない。 

２  知事は、補助事業者が前項に規定する承認を受けて当該財産を処分したことによ

り収入があったときは、その収入の全部もしくは一部を納付させることがある。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 



 - 4 -

第 14 条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約

事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出を

もってこれに同意したものとする。 

 

第２章 環境整備・特定技能外国人（自動車運送業）初期費用支援 

 

（補助対象事業者、補助対象経費及び補助率） 

第 15 条  補助金の交付の対象事業者、対象経費及びこれに対する補助率は、別表４

のとおりとし、知事が補助金の交付の決定をした会計年度の１月末日までに完了

した事業とする。ただし、国又は他の地方公共団体の補助金等の交付を受ける場

合は、本補助金と当該補助金の額の合計が事業費を超えない額の範囲内とする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第 16 条 規則第３条の補助金等交付申請書は、補助金交付申請書（別記第 12 号様

式）によるものとする。 

２  規則第３条の規定により補助金等交付申請書に事業計画書（別記第 13 号様

式）、収支予算書（別記第 14 号様式）、別表５に掲げる書類を添付する。 

３  第１項の補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める日とし、その提出部

数は１部とする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第 17 条 規則第５条第１項の規定による条件は、次に定めるとおりとする。 

  補助事業者は、引き続き安定的な公共交通の維持・確保に努めなければならない。 

２ 補助事業者等は、自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であって

はならない。 
(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
(4) 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

３ 補助事業者等は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人

その他の団体又は個人であってはならない。 
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（決定の通知） 

第 18 条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付決定通

知書（別記第 15 号様式）により行うものとする。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第 19 条  規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額

の増減を伴う変更とする。ただし、補助金の交付決定額の、30 パーセント以内の

減額の場合を除く。 

２ 規則第７条第１項の補助金等変更申請書は別記第 16 号様式によるものとし、同

項の規定により当該申請書に事業変更計画書（別記第 13 号様式）、変更収支予算

書（別記第 14 号様式）、積算根拠資料及びその他知事が必要と認める書類を添付

する。 

３ 前項の補助金等変更申請書の提出期限は、変更の理由が生じた日から 10 日以内

とする。 

４  規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、変更承認の

みを行う場合は補助金変更承認通知書（別記第 17 号様式）により、変更承認に併

せて変更交付決定を行う場合は補助金変更交付決定通知書（別記第 18 号様式）に

より行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 20 条  規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、

交付の決定の通知を受けた日から起算して 10 日を経過した日までとする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第 21 条  規則第 11 条第２項第１号の規定により、補助事業者は、補助事業を中止又

は廃止しようとするときは、補助金中止（廃止）承認申請書（別記第８号様式）

により、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

２ 前項の補助金中止（廃止）承認申請書の提出期限は、中止又は廃止の理由が生じ

た日から 10 日を経過した日までとする。 

   

（実績報告） 

第 22 条  規則第 13 条の補助事業等実績報告書は、別記第 20 号様式によるものとす    

る。 

２  規則第 13 条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、事業実績

書（別記第 13 号様式）、 収支精算書（別記第 14 号様式）、別表６に掲げる書類

とする。 

３  第１項の補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業が終了した日から 30 日
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以内又は当該年度の２月 10 日のいずれか早い日とし、その提出部数は１部とす

る。 

 

（補助金の額の確定） 

第 23 条 規則第 14 条の規定による補助金等の額の確定の通知は、補助金交付確定通

知書（別記第 21 号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 24 条  この補助金は精算払により交付するものとする。 

２  規則第 16 条第１項の補助金等交付請求書は補助金交付請求書（別記第 22 号様

式）のとおりとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第 25 条  補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及びすべての証拠書類を

備え、他の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしてお

かなければならない。 

２ 前項の帳簿及びすべての証拠書類は地域公共交通等人財確保支援事業費補助金の

交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第 26 条  補助事業者は、補助事業により取得した財産であって取得価格又は効用の

増加価格が 50 万円以上のものを処分しようとするときは、財産処分承認申請書を

知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産が減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める期間を経過し

た場合又は規則第 18 条第１項又は第２項の規定に基づき補助金の全部に相当する

金額を返還した場合はこの限りでない。 

２  知事は、補助事業者が前項に規定する承認を受けて当該財産を処分したことによ

り収入があったときは、その収入の全部もしくは一部を納付させることがある。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第 27 条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約

事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出を

もってこれに同意したものとする。 

 

（雑則） 

第 28 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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附 則 

この要綱は、令和５年７月３日から施行し、令和５年度の補助金に適用する。 

    附 則 

この要綱は、令和６年４月 14 日から施行し、令和６年度の補助金に適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度の補助金に適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年５月 29 日から施行し、令和８年度の補助金に適用する。 
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別紙 
 
 

暴力団排除に関する誓約事項 
 
 私は、下記の事項について誓約します。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることに

なっても、異議は一切申し立てません。 
 なお、県が必要な場合には、鹿児島県警察本部に照会することについて承諾します。 
 また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における身分確認に利

用することに同意します。 
 

記 
 
１ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
(4) 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若し

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 
２ １の(1)から(7)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又

は個人ではありません。 
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 別表１（第２条関係）                                      
 

補助対象事業者 
 

補助対象経費 
 

補助率等 
 
(1)一般乗合旅客自動

車運送事業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 公営事業者は除く。 
 
 
 
 

 
 一般乗合旅客自動車運送事業者が実施

する人材確保に要する経費のうち、次に

掲げる経費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
 (1) 採用活動に要する経費（県外の就

職説明会への参加費用、転職サイト

への掲載など新たに取り組む採用活

動に要した費用等） 
 (2) 大型自動車第二種免許取得に要す

る経費 

 
(1)10/10 以内 
 ただし、１事業者

当たり 28 万円を上

限とする。 
(2)１/４以内 
 ただし、運転手１

人当たり 15 万円を

上限とする。 
 
 
 

 
(2)定期旅客船運航事

業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 公営事業者、鹿児島

県離島航路補助金交

付要綱第２条４号か

ら第６号に規定する

航路の運航事業者は

除く。 

 
  定期旅客船運航事業者が実施する人材

確保に要する経費のうち、次に掲げる経

費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
  (1) 採用活動に要する経費（県外の就

職説明会への参加費用、転職サイト

への掲載など新たに取り組む採用活

動に要した費用等） 
  
 
 

 
(1)10/10 以内 
 ただし、１事業者

当たり 11 万円を上

限とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3)グランドハンドリ

ング・空港警備に

携わる事業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 
 
 

 
 グランドハンドリング・空港警備に携

わる事業者が実施する人材確保に要する

経費のうち、次に掲げる経費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
 (1) グランドハンドリング・空港警備

業務の運営に必要な資格取得に要す

る経費 
 
 
 

 
(1)１/４以内 
 ただし、１人当た

り①グランドハン

ドリング事業者：

2.1 万円、②空港警

備事業者：3.4 万円

を上限とする。 
 
 
 
 



 - 10 -

別表１（第２条関係） 
 
(4)一般乗用旅客自動

車運送事業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 
 
 
 
 

 
 一般乗用旅客自動車運送事業者が実施

する人材確保に要する経費のうち、次に

掲げる経費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
 (1) 採用活動に要する経費（県外の就

職説明会への参加費用、転職サイト

への掲載など新たに取り組む採用活

動に要した費用等） 
 (2) 普通自動車第二種免許取得等に要

する経費 

 
(1)10/10 以内 
 ただし、１事業者

当たり 5 万円を上限

とする。 
(2)１/４以内 
 ただし、１人当た

り 5 万円を上限とす

る。 
 
 
 

 
(5)肥薩おれんじ鉄道

株式会社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 肥薩おれんじ鉄道株式会社が実施する

人材確保に要する経費のうち、次に掲げ

る経費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
 (1) 採用活動に要する経費（県外の就

職説明会への参加費用、転職サイト

への掲載など新たに取り組む採用活

動に要した費用等） 
 
 
 
 

 
(1)１/２以内 
 ただし、10 万円を

上限とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 - 11 -

別表２（第３条関係）                                      
 
補助対象事業者 

 
添付書類 

 
(1) 一 般 乗 合 旅 

客 自 動 車 運  

送事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者は

除く。 

 
 (1) 一般乗合旅客自動車運送事業の許可書、認可書又は商業・法

人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可） 
 (3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書 
 
 
 
 
 
 

 
(2)定期旅客船運

航事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者、鹿

児島県離島航路

補助金交付要綱

第２条４号から

第６号に規定す

る航路の運航事

業者は除く。 

   
  (1) 商業・法人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可）  

(3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)グランドハン

ドリング・空

港 に 携 わ る

警備事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 

  
 (1) 商業・法人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可） 
 (3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書 
  
 
 
 
 

(4)一般乗用旅客

自 動 車 運 送

事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 

 
 (1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可書、認可書又は商業・法

人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可） 
 (3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書 
 
 
 
 



 - 12 -

別表２（第３条関係）                                      
 
補助対象事業者 

 
添付書類 

 
(5) 肥 薩 お れ ん 

じ 鉄 道 株 式  

会社 
 
 

 
 (1) 商業・法人登記簿謄本（申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可） 
 (3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書 
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別表３（第９条関係）                                      
 
補助対象事業者 

 
添付書類 

 
(1) 一 般 乗 合 旅 

客 自 動 車 運  

送事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者は

除く。 

 
(1) 採用活動に要する経費の領収書等の写し 
(2) 大型自動車第二種免許取得に要する経費の領収書等の写し 
(3) (2)の取得者との雇用関係を証する書類の写し 
 
 
 
 
 
 
 

(2)定期旅客船運

航事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者、鹿

児島県離島航路

補助金交付要綱

第２条４号から

第６号に規定す

る航路の運航事

業者は除く。 

(1) 採用活動に要する経費の領収書等の写し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)グランドハン

ドリング・空

港 警 備 に 携

わる事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 

(1) グランドハンドリング・空港警備業務の運営に必要な資格取得

に要する経費の領収書等の写し 
(2) (1)の取得者との雇用関係を証する書類の写し 
 
 
 
 
 
 
 

(4)一般乗用旅客

自 動 車 運 送

事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 

 
(1) 採用活動に要する経費の領収書等の写し 
(2) 普通自動車第二種免許取得に要する経費の領収書等の写し 
(3) (2)の取得者との雇用関係を証する書類の写し 
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別表３（第９条関係）                                      
 
補助対象事業者 

 
添付書類 

 
(5) 肥 薩 お れ ん 

じ 鉄 道 株 式  

会社 
 
 

 
(1) 採用活動に要する経費の領収書等の写し 
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別表４（第 15 条関係）                                      
 

補助対象事業者 
 

補助対象経費 
 

補助率等 
 
(1)一般乗合旅客自動

車運送事業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 公営事業者は除く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 一般乗合旅客自動車運送事業者が実施

する人材確保に要する経費のうち、次に

掲げる経費 
 なお、(1) は、令和８年４月１日実施分

から補助対象とし、(2)は、令和８年度に

入社した特定技能外国人（自動車運送業）

の受入に要する初期費用が発生した時点

から補助対象とする。 
 (1) 女性や外国人、高齢者等の多様な

人材が働きやすい職場環境の整備に

要する経費（休憩室、トイレ等の女性

専用施設の新設・改修、軽量チェーン

等の負担軽減・安全確保設備の導入、

特定技能外国人（自動車運送業）の単

独乗車に必要な情報通信技術等の活

用を始めとした環境の整備、その他

社員寮や礼拝スペース等の多様な人

材の確保・定着に資する施設の新設・

改修等） 
 (2) 特定技能外国人（自動車運送業）の

受入に要する初期経費（ただし、人件

費を除く交通分野において追加的に

発生する経費に限る。） 

 
(1)１/２以内 
 ただし、１営業所

・施設当たり 100 万

円を上限とする。 
(2)１/２以内 
 ただし、１人当た

り 50 万円を上限と

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2)定期旅客船運航事

業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 公営事業者、鹿児島

県離島航路補助金交

付要綱第２条４号か

ら第６号に規定する

航路の運航事業者は

除く。 
 
 
 
 

 
  定期旅客船運航事業者が実施する人材

確保に要する経費のうち、次に掲げる経

費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
  (1) 女性や外国人、高齢者等の多様な

人材が働きやすい職場環境の整備に

要する経費（休憩室、トイレ等の女性

専用施設の新設・改修、軽量チェーン

等の負担軽減・安全確保設備の導入、

その他社員寮や礼拝スペース等の多

様な人材の確保・定着に資する施設

の新設・改修等） 
  
 

 
(1)１/２以内 
 ただし、１営業所

・施設当たり 100 万

円を上限とする。 
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別表４（第 15 条関係） 
 
(3)グランドハンドリ

ング・空港警備に

携わる事業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 グランドハンドリング・空港警備に携

わる事業者が実施する人材確保に要する

経費のうち、次に掲げる経費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
 (1) 女性や外国人、高齢者等の多様な

人材が働きやすい職場環境の整備に

要する経費（休憩室、トイレ等の女性

専用施設の新設・改修、軽量チェーン

等の負担軽減・安全確保設備の導入、

その他社員寮や礼拝スペース等の多

様な人材の確保・定着に資する施設

の新設・改修等） 
 

 
(1)１/２以内 
 ただし、１営業所

・施設当たり 100 万

円を上限とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4)一般乗用旅客自動

車運送事業者 
 
※鹿児島県内に本店、

支店又は営業所を有

する者に限る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 一般乗用旅客自動車運送事業者が実施

する人材確保に要する経費のうち、次に

掲げる経費 
 なお、令和８年４月１日実施分から補

助対象とする。 
 (1) 女性や外国人、高齢者等の多様な

人材が働きやすい職場環境の整備に

要する経費（休憩室、トイレ等の女性

専用施設の新設・改修、タクシー防護

板・軽量チェーン等の負担軽減・安全

確保設備の導入、その他社員寮や礼

拝スペース等の多様な人材の確保・

定着に資する施設の新設・改修等） 
 
 

 
(1)１/２以内 
 ただし、１営業所

・施設当たり 100 万

円を上限とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 17 -

別表５（第 16 条関係）                                      
 
補助対象事業者 

 
添付書類 

 
(1) 一 般 乗 合 旅 

客 自 動 車 運  

送事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者は

除く。 

 
 (1) 一般乗合旅客自動車運送事業の許可書、認可書又は商業・法

人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可） 
 (3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書（物品

の場合は、カタログやパンフレット等の物品の概要が分かる資

料含む。写し可） 
 
 
 
 

(2)定期旅客船運

航事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者、鹿

児島県離島航路

補助金交付要綱

第２条４号から

第６号に規定す

る航路の運航事

業者は除く。 
 

  (1) 商業・法人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可）  

(3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書（物品 

の場合は、カタログやパンフレット等の物品の概要が分かる資

料含む。写し可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)グランドハン

ドリング・空

港 に 携 わ る

警備事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 

 (1) 商業・法人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可） 
 (3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書（物品

の場合は、カタログやパンフレット等の物品の概要が分かる資

料含む。写し可） 
  
 
 
 

(4)一般乗用旅客

自 動 車 運 送

事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 

 (1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可書、認可書又は商業・法

人登記簿謄本（法人の場合。申請者のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書。写し可） 
 (3) その他人材確保に資する取組に係る見積書又は領収書（物品

の場合は、カタログやパンフレット等の物品の概要が分かる資

料含む。写し可） 
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別表６（第 22 条関係）                                      
 
補助対象事業者 

 
添付書類 

 
(1) 一 般 乗 合 旅 

客 自 動 車 運  

送事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者は

除く。 

 
(1) 環境整備に要する経費の領収書等の写し 
(2) 完成前後の写真等の写し（環境整備のうち、施設の新設・改修

等を実施した場合） 
(3) 特定技能外国人（自動車運送業）の受入に要する初期経費の領

収書等の写し 
(4) (3)の特定技能外国人（自動車運送業）との雇用関係を証する

書類の写し 
 
 
 

(2)定期旅客船運

航事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 公営事業者、鹿

児島県離島航路

補助金交付要綱

第２条４号から

第６号に規定す

る航路の運航事

業者は除く。 

(1) 環境整備に要する経費の領収書等の写し 
(2) 完成前後の写真等の写し（環境整備のうち、施設の新設・改修

等を実施した場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)グランドハン

ドリング・空

港 警 備 に 携

わる事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 

(1) 環境整備に要する経費の領収書等の写し 
(2) 完成前後の写真等の写し（環境整備のうち、施設の新設・改修

等を実施した場合） 
 
 
 
 
 
 
 

(4)一般乗用旅客

自 動 車 運 送

事業者 
 
※鹿児島県内に

本店、支店又は営

業所を有する者

に限る。 
 

(1) 環境整備に要する経費の領収書等の写し 
(2) 完成前後の写真等の写し（環境整備のうち、施設の新設・改修

等を実施した場合） 
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